
号

外�
平

成
二
十
九
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

訓

令

甲

○
附
属
機
関
の
委
員
等
の
職
に
充
て
る
職
員
の
職
の
指
定
に
関
す
る
規

程
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

一
三

○
岐
阜
県
副
知
事
の
担
任
事
務
等
に
関
す
る
規
程
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

(
同

)

一
三

規

則

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
三
号

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
百
四
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
一
号
の
表
中｢

岐
阜
県
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協
議
会
委
員｣

を ｢

岐
阜
県
メ
デ
ィ
カ

岐
阜
県
生
涯
学
習

岐
阜
県
生
涯
学
習

岐
阜
県
社
会
教
育

ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協
議
会
委
員

審
議
会
委
員

審
議
会
専
門
委
員

委
員

｣

に
改
め
、

｢

岐
阜
県
交
通
安
全
対
策
会
議
委
員

岐
阜
県
交
通
安
全
対
策
会
議
特
別
委
員｣

を
削
り
、

｢
岐
阜
県
生
涯
学
習
審
議
会
委
員

岐
阜
県
生
涯
学
習
審
議
会
専
門
委
員｣

を｢

岐
阜
県
自
然
環
境
保
全
審
議
会
委
員

岐
阜
県
自
然
環
境
保
全
審
議
会
専
門
委
員｣

に
改
め
、

｢

岐
阜
県
自
然
環
境
保
全
審
議
会
委
員

岐
阜
県
自
然
環
境
保
全
審
議
会
専
門
委
員｣

を ｢

岐
阜
県
消
費
生
活
安
定
審
議
会
委
員

岐
阜
県
苦
情
処
理
委
員
会
委
員

に
改
め
、

岐
阜
県
交
通
安
全
対
策
会
議
委
員

岐
阜
県
交
通
安
全
対
策
会
議
特
別
委
員｣

( ) 平成29年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日



｢
岐
阜
県
美
術
館
協
議
会
委
員

岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
協
議
会
委
員｣

を
削
り
、

｢

岐
阜
県
消
費
生
活
安
定
審
議
会
委
員

岐
阜
県
苦
情
処
理
委
員
会
委
員

｣

を

｢

岐
阜
県
美
術
館
協
議
会
委
員

岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
協
議
会
委
員

岐
阜
県
図
書
館
協
議
会
委
員

岐
阜
県
博
物
館
協
議
会
委
員

岐
阜
県
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員

｣

に
改
め
、｢

岐
阜
県
准
看
護
師
試
験
委
員｣

を
削
り
、｢

岐

阜
県
精
神
医
療
審
査
会
委
員｣

を ｢
岐
阜
県
国
民
健
康
保
険
審
査
会
委
員

岐
阜
県
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
委
員

岐
阜
県
後
期
高
齢
者
医
療
審
査
会
委
員

岐
阜
県
准
看
護
師
試
験
委
員

岐
阜
県
生
活
習
慣
病
検
診
等
管
理
指
導
審
議
会
委
員｣

に
改
め
、

｢

岐
阜
県
感
染
症
診
査
協
議
会
委
員｣

を｢

岐
阜
県
感
染
症
診
査
協
議
会
委
員

岐
阜
県
精
神
医
療
審
査
会
委
員

｣

に
改
め
、｢

岐
阜
県

生
活
習
慣
病
検
診
等
管
理
指
導
審
議
会
委
員｣

を
削
り
、｢

岐
阜
県
薬
物
指
定
審
査
会
委
員｣

を｢

岐岐

阜
県
薬
物
指
定
審
査
会
委
員

阜
県
福
祉
サ
ー
ビ
ス
第
三
者
評
価
推
進
審
議
会
委
員｣

に
改
め
、 ｢
岐
阜
県
国
民
健
康
保
険
審
査
会
委

岐
阜
県
後
期
高
齢
者
医
療
審
査
会

岐
阜
県
福
祉
サ
ー
ビ
ス
第
三
者
評

員委
員

価
推
進
審
議
会
委
員｣

を
削
り
、｢

岐
阜
県
水
源
地
域
保
全
審
議
会
委
員｣

を｢

岐
阜
県
地
域
森
林
監

理
士
認
定
審
査
会
委
員｣

に
、｢

岐
阜
県
林
業
士
認
定
審
査
会
委
員｣

を｢

岐
阜
県
林
業
士
認
定
審
査

岐
阜
県
水
源
地
域
保
全
審

会
委
員

議
会
委
員｣

に
改
め
、 ｢

岐
阜
県
社
会
教
育
委
員

岐
阜
県
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員

岐
阜
県
博
物
館
協
議
会
委
員

岐
阜
県
図
書
館
協
議
会
委
員

｣

を
削
る
。

本
則
第
二
号
の
表(

備
考
以
外
の
部
分
に
限
る
。)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成29年４月１日 ( )２
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( ) 平成29年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成29年４月１日 ( )８



( ) 平成29年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

附
属
機
関
の
委
員
等
の
職
に
充
て
る
職
員
の
職
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

附
属
機
関
の
委
員
等
の
職
に
充
て
る
職
員
の
職
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

附
属
機
関
の
委
員
等
の
職
に
充
て
る
職
員
の
職
の
指
定
に
関
す
る
規
程(

昭
和
五
十
年
岐
阜
県
訓
令

甲
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
岐
阜
県
消
防
・
医
療
連
携
協
議
会
の
部
委
員
の
項
及
び
岐
阜
県
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協

議
会
の
部
委
員
の
項
中

｢

健
康
福
祉
部
次
長

(

技
術
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
者
に
限
る
。)｣

を

｢
健
康
福
祉
部
長｣

に
改
め
、
同
表
岐
阜
県
職
員
保
健
審
査
会
の
部
委
員
の
項
中｢

、
人
事
課
長｣

を

削
り
、
同
表
岐
阜
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
部
幹
事
の
項
中｢

環
境
生
活
政
策
課
長｣

を｢

県
民
生
活

課
長｣

に
改
め
、｢

、
公
共
交
通
課
長｣

を
削
り
、｢

都
市
公
園
課
長｣

の
下
に｢

、
公
共
交
通
課
長｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

� � ��������� � � � � � � � ���



岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
一
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
副
知
事
の
担
任
事
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
副
知
事
の
担
任
事
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
副
知
事
の
担
任
事
務
等
に
関
す
る
規
程(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
七
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
イ
中｢

及
び
人
事｣

を｢

、
人
事
及
び
行
政
管
理｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中｢

岸

敬
也
副
知
事｣

を｢

神
門
純
一
副
知
事｣

に
改
め
、
同
号
イ
中｢

及
び
人
事｣

を｢

、
人
事
及
び
行
政

管
理｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中｢
岸
敬
也
副
知
事｣

を｢

神
門
純
一

副
知
事｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

� � � � � � � � ��������� � ���
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


